
建設工事入札参加者　各位

１．交通誘導警備員について

２．間接工事費等における管材費の取扱いについて

取扱が変更となる主な管材料

※ 注意

平成２８年度水道施設整備費に係る歩掛表 平成２９年度水道施設整備費に係る歩掛表

（旧） （新）

平 成 29 年 5 月 11 日

総 務 部 技 術 管 理 室

新 潟 市 水 道 局

管材費とは管及び弁類等の費用を言う。

管材費とは、導水、浄水、送水、配水に
おいて水を直接輸送する管類とその接
合材料、仕切弁、消火栓、空気弁等の
弁類、その他流量計等の管路付属設
備の費用を言う。なお、きょう類、さや管
類、外面被覆材等の費用は含まない。

※管材は管等の内面が水に接する材
料である。

管
材
費
の
定
義

管材費の対象に含まない材料 新たに管材費の対象となる材料

鋼管など，本設及びさや管の両方に使用する材料は用途に応じて取扱いを変更
する。

交通誘導警備員及び間接工事費等における管材費の取扱いについて

　「平成２９年度水道施設整備費に係る歩掛表について（通知）」（平成29年3月31日付 厚生労働省）
を受け，使用単価「平成29年5月」を適用する設計書から交通誘導警備員及び間接工事費等におけ
る管材費の取扱いを変更する。

これまで安全費に積上げていた「交通誘導員」を，「交通誘導警備員」として直接工事費
に計上する。

管明示テープ・管明示シート

項

目
消火栓・仕切弁等の筺・ブロック・VP直管

消火栓・仕切弁等の覆

導電性被覆ﾜｲﾔｰ 仮設レンタル管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ及び固定バンド 仮設管材料（K.DIPなど）

ﾋｭｰﾑ管（推進さや管）



29

 15 /  82

28
28 29

P19 

P20 

(4) -4 
1)  ( )  
2)  

 ( )  

 ( )  

( )  
3)  

-5 

(4) -4 
1)  ( )  
2)  

 ( )  

 ( )  

( )  

 3)  

4

3

6

2

5

1



29

 60 /  82

28
28 29

P176 1-4-4 

3
( )  

 1
2 PP 15% 65%
3 2

1-4-4 

3
( )  

 1 2
2 PP 15% 65%
3 2

P182  

3-2-1 

3-2-2 

1

1

2

3

6

4

5



29

 5 /  79

28
28 29

P7 4)  ( )  
5)  

4)  ( )  
5)  


